
昨年、皆さんの応募の中から決定した子ども
の権利イメージキャラクターの名前を募集
します。子どもが親しみを持てるような
名前を付けてください。

全ての子どもは、幸せに生きる権利が
あります。子どもが夢と希望を持ち、
幸せに暮らせるまちを目指すため、平成
24年６月、北広島市子どもの権利条例を
つくりました。
この条例は、子どもの権利を保障するための
市の取り組みや、子どもの権利の内容を分か
りやすく規定したものです。

対象　市内にお住まいか通学している高校生
以下か、それに相当する年齢の方
　条件　他のキャラクターや商品の名称と重
　　ならない、紛らわしくないもの
　　＊採用された方には図書カードを贈呈し
　　　　ます。
　　　　申込み　キャラクターの名前とその
　　　　理由・住所・氏名・生年月日・電話
　　　　番号・学校名（職業）を記入し、直
　　　接か郵送、電子メールで児童家庭課（〒
　　061-1192住所不要、電子メールjkenri@ci
　ty.kitahiroshima.hokkaido.jp）
＊キャラクターの名前を使用する権利などは
市が所有します。
＊採用された方の氏名は公表します。

募
集 問合せ　児童家庭課（内線899）

〈各試験区分に共通の条件〉
●地方公務員法第16条（欠格条項）に該当しないこと
●国籍は問いませんが、在留資格で就職が制限されてい
ないこと（採用予定日までに就職に制限のない在留資格
を取得見込みの方は除く）。ただし、日本国籍がない方は、
採用後従事できる職務などに一部制限があります
●採用後、市内に居住可能なこと
●障がいがある方は、介護者なしに業務遂行や通勤がで
きること

募
集 問合せ　職員採用委員会（職員課内・内線727）

●事務初級　若干名　
●保育士　若干名
●事務（身体に障がい
のある方）　若干名　
◆受験資格
〈年齢・学歴などの条件〉

事務
初級

●平成元年４月２日～10年４月１日に生まれ
た　●学校教育法による短期大学、高等専門
学校、高等学校か同等の学校などを卒業（平
成28年３月までに卒業見込みを含む）

保育士
●平成元年４月２日～８年４月１日に生まれ
た　●保育士資格がある（平成28年３月まで
に取得見込みを含む）

事務
（身体
に障が
いのあ
る方）

●昭和54年４月２日～平成10年４月１日に生
まれた　●身体障害者手帳（１～６級）の交
付を受けている　●学校教育法による大学、
短期大学、高等専門学校、高等学校か同等の
学校などを卒業（平成28年３月までに卒業見
込みを含む）　●活字印刷文による出題と自
筆による解答、口頭による面接試験に対応で
きる

日程 会場 内容

１
次
試
験

筆
記 ９月20日㈰

石狩教育研
修センター
（共栄315）
を予定

●事務職＝教養試験、
適性検査、作文試験
●保育士＝専門試験、
適性検査、作文試験

面
接
10月17日㈯
を予定

日時・会場
など詳しく
は、対象者
にお知らせ
します

集団面接、個別面接

２次
試験

11月７日㈯
を予定 個別面接、身体検査

◆試験日程・会場など

◆申込書の配布場所
市役所案内と各出張所、団地住民センター、エルフィン
パーク、芸術文化ホール、夢プラザ
＊市ホームページ「市役所ご案内→職員・委員等募集→
正職員」からも印刷できます。

●直接　職員採用委員会（職員課内）
●郵送　「特定記録」で職員採用委員会（〒061-1192住
所不要・職員課内）
＊８月18日以降に投函する場合は、「特定記録・速達」で
送ってください（８月21日消印有効）。

たくさんの応募
待ってるよ♡
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